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ト ッ プ ・マ ネ ジ メ ン ト と

「官 僚 化 」(Bureaucratization)

伊 藤 森右衛門

(1)開 題 「官僚制組織」研究の

管理学的意義 と課題 ・

管 理学 の領 域 に お い て 「官 僚制 組 織 」(`Bureaucraticorganization')が

種 々な視 点 か ら と り上 げ られ て い るが,こ の組 織 の 研究 は,管 理 体 制 の根 本

的 な 問題 を 理 解 す るのに 役 立 つ ぼ か りで な く,社 会 的 か つ 人 間 的 な関 連 に お

い て,組 織 の 「有 効 性 」(effectiveness)な い し 「能 率 」(efficiency)の 究 明

に とって ひ とつ の ア プ ロー チで もあ る。

こ こで 敢 え て組 織 の 「有 効 性 」 ない し 「能率 」 とい う言 葉 を 用 い た の は,

組 織 の 「合 理 性 」 また は 「合理 的編 成 」 とい うこ とが,何 を意 味 す るか 問題

で あ るか らで あ る。 い うまで もな く,官 僚制 組織 の 「理 想 型 」 が マ ッ クス ・
ぐリ

ゥエ パ ー(MaxWeber)に よ って 示 され て い るが,こ の組織 は 最 も合 理 的

に 編 成 され てい る もの と 説 明 され てい る。 しか し,こ の組 織 の 「合 理性 」

は,も うひ とつ の 「モ デル 」す なわ ち 「官吏 」 とい う人 間 的 要 因 に よって 支

え られ て い る こ とを忘 れ て は な らな い。 い いか えれ ば,「 組織 は 人 間 集 団 の

活 動 に と って手 段 で あ る とい って よい の で あ るか ら,そ の組織 の合理 性 は手
くわ

段的 な合理性 に止 まるもの といわ ざるを得 ない。」 したが って,組 織 の もつ

目的をいかに達成す るか とい う見地 にたてぽ,組 織 を合理 的に編成す るとい

うことを超 えて,そ れが 目的達成 に 「有効 であ るか 」 ど うかが問われねば な

らないのであ る。
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しか も,「 組 織 と して の 目的 」 は 組 織 の 成 員 に と って うけ 入 れ られ な い

ぽか りか,各 人 が さ ま ざ まな 目的を も って お り,し た が って,組 織 の 目的

と各 人 の 目的 との 合致,矛 盾 が 問 題 とされ る。A・ ゴール ドナ ー(AlvinW・

Gouldner)は,ウ エ ・ミーが 官 僚制 に お い て 「言 及 して い ない 問題 」 と して,

(3)

組織 の 目的 と成 員の 目的について次の如 く指摘 してい る。 す なわ ち 「『官 僚

制』組織は隠喩的 な意味でのみ 『組織 としての 目的』 を もつ とい い うる。け

れ ど も,正 確を期す るためには,さ まざまな人の諸 目的あ るいは組織 内の さ

まざまな階層 の典型的 な諸 目的を明 らか にす ることが必要であ る。その よ う

に注意を移転す ると組織 内の種 々の階層 の諸 目的は相互に違 い うること,そ

れ らの 目的は組織 の成員 のすべ てに とってか な らず しも自己の 目的に合致す

るものではな く,事 実,矛 盾 さえ してい ることがわか る。 この結 論は,官 庁

組織 研究者 の幾 人か に よって まった く無視 されて きたにせ よ,産 業(筆 者註,
　の

経 営)の 研究 者 に と っては 鷲 くに足 りない もので あ る。」 と。

今 日の行 動 科 学(Behavioralsciences)の 業 績 は,組 織 の 目的 と個 人 の 目

的 との調 和 を課 題 に して い る こ とは 周 知 の 如 くで あ る。 この行 動 科学 的 ア プ

ロー チは,「 組織 の 中 の 個 人」 につ い て,少 くと も次 の3つ の側 面 を と り上

げ よ うと して い る。

す なわ ち,「 第 一 に,個 人は 多 くの個 人 的 欲 求 を 組織 に持 ち 込 む が,少 な

くと もそ の中 のあ る もの は,組 織 の 中 で満 され なけ れ ぽ な らな い 。 同 時 に彼

は,組 織 目標 達成 を可 能 にす る よ うに行 動 す る こ とを期 され て い る。 個 人 的

欲 求 の満 足 と組 織 目標 達成 が一 致 して い る とき もあ るが,一 致 してい な い と

き も しぼ しば あ る。」「問 題 の第 二 の側 面は,い わ ゆ る組 織 の イ ソ フ ォー マル

側 面 と フ ォー マ ル側 面 との 関 係 で あ る。 … …(中 略)… … わ れ わ れ は この両

者 の適 正 な結 びつ きにつ い て も っと研 究 しなけれ ば な らな い。 組 織 目標 達成

に 関 係す る一 つ の例 を あげ る と,コ ミュニ ケ ー シ ョソ手 段 と して の 非 公式 ル

ー ト(grapevine)が あ る。 これ は 個 人 的 欲 求 の満 足 と密 接 に 関連 した 手 段 で

あ る。」 そ して,「 第 三 の側 面 と して,公 式 階 層 との 関連 で民 主 性 と権 限 の葛
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藤 の問題があ る。 ……(中 略)… …民主 的価値観が社会構造に深 く根 ざして

いればい るほ ど,果 た して どの程度民主 的原理が官僚制 の中に適用で きるか
　の

を 検 討 す る必 要 が ます ます 多 くな る。」

企 業 に限 らず,あ らゆ る組織 が 大規 模 化 しか つ 複 雑 化 す るに したが って,

官 僚 化(BureaucratiZation)す る ことは 当然 の成 り行 きで あ る。 しか し,官

僚 化 した組 織 の有 効 性 は,以 上 の指 摘 の よ うに,組 織 の成 員 との 関連 で 「モ

チ ベ ー シ ・ソ,モ ラ ール,チ ー ム ワー ク,独 創 性,変 化 の導 入,需 要 創 造,

くの

公衆 関係な ど」 の管理上の問題 と密接 に結 びつ いて くる。 したが って,行 動

科学 的 アプ ローチは,前 述 の 「組織 の中の個人 」のほか に,対 人的効果要因

と して,パ ー ソナ リテ ィ要因,対 人的要因お よび状 況的要因につい て リサ ー

チを行 な ってい るのであ る。いいか え るな らば,組 織 の有効性を人間的側面

か ら考察 しよ うとしてい るわけで,暗 黙 の うちに官僚化 に ともな う組織 の有

効性 に対す る阻害要因を人間的側 面に即 して解明 しよ うとす るもの とい って

よい 。

管 理 学 の領 域,と くに 組 織 論 の分 野 で は,官 僚制 組 織 の諸 研 究 は,(1)基 本

的 に は,フ ォー マル 組織 の 典型 と して,そ の 特性 を 見 究 わ め る こ とに よ っ

て,組 織 の有 効 性 を 支 え る要 因(も ち ろん阻 害 す る要 因 を含 む)を ひ き出す

こ とで あ る。 次 い で,(2)前 記 の 解 明 の なか で の 個 々の 問題,例 え ば,権 威

(authority)の 根 源,行 使,影 響 過 程,ヒ エ ラル キ ー との 関 係,指 揮,

ス タ ッフ とライ ソの 相剋 な ど,そ して,(3)官 僚 化 と組 織 成 員 との 関 係,前 述

の よ うに,こ の 関 係 は 個 人 の諸 欲 求 か ら民 主 化 原 理 や文 化 的 パ タ ー ソの 問題

に まで 考 察 す る巾 の広 い もので あ る。 ② と⑧ を管 理 上 の 問題 に限 る と,ひ と

つ の組 織 に お け る リー ダ ー シ ップの解 明 にあ る とい っ て よい。

本 稿 は,以 上3つ の視 点 につ い て,組 織 の 発 展 段 階 を 官 僚 化 に 関 連 づ け

て,官 僚制 組 織 の分析 に と って,ど の よ うな側 面 に どの よ うな ア プ ロー チが

必 要 か を指 摘 してい きた い 。
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(2)ウ ェパ ーの官僚制組織 の再 評価

マ ッ クス ・ウ エ バ ー の 官 僚 制 組 織 の 「定 義 」 に つ い て は ,既 に 拙 著 「経 営

者 リ ー ダ ー シ ップ 論 」 に 引 用 し て あ る の で 割 愛 す る が,行 論 の 都 合 上,ブ ラ

ウお よ び ス コ ッ ト(PeterMBIauandW・RichardScott)に した が っ て,

の

そ の特性を概述 してお こ う。

第一は,官 僚制組織 では,職 務が専門化の原理 に よって分割 され,き わめ

て簡 明な分業 関係 として成 り立 ってお り,そ の ことが熟練度が高 める ことに

な り,か つ専 門技術 に応 じて人材を採用す る ことに よって組織 の能率が確 保

され る。

第 二は,職 務 お よび地位は,階 層的な構造 として編成 されてい る。通常の

場 合,組 織 は ピラ ミッ ド型を な してお り,ひ と りの官吏は部下 の決定 と行動

に責任を もち,ま た権限 を もってい る。部下 に対す る上長 の権 限 の範囲は明

瞭 に限定 され てい る。

第 三には,公 式 に定 め られてい る規 則や規程 が官吏 の決定 や行 動を支配 し

てい るとい うことであ る。職務 執行 の画一性 を保 つ と同時 に,全 体 としての

統合を可能 な らしめ る。人間が変 って も,職 務 の持続 性は確 保 され る。

第四 には,官 吏 は住民や他の官吏 に対 しては非人格的に振 る舞 うことが要

求 され る。住民はひ とつの ケースであ って,感 情 を挿 しは さまない。非人格

的 な態度を とる ことに よって職務遂行 において合理的 な判断 を行 い うるよ う

にす るためであ る。

第五 には,官 吏 は,ひ とつの資格 であ って,登 用試 験が教育機 関で与 え ら

れ る資格に よって選抜 され る。 これ に よって官吏 階級は同質的な人間に よっ

て構成 され,官 庁は専 門学 に よって運用 され る ことになる。

ウエバーのい う官僚制組織は,以 上5つ の原則に よって,「 もっとも有効

な管 理形態」 として成 り立つ とい うのであ る。専門家が技術 的に職務 を遂行

し,そ して規則に よる活動 と権限 に よる統合は,合 理性 と持続性 を保つ こと

に なるか らであ る◎ ブラウお よびス コ ッ トがい うよ うに,ウ エバ ーは完全 な
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官 僚 制 組織 を 示 した の で あ って,問 題 は 「完 全 性 」 の基 準 が 何 ん で あ るか で

あ る。

い い か え れ ば,官 僚制 組 織 の特 性 は,経 験 的 な もので な く,ひ とつ の概 念

上 の シ ェー マで あ って,こ の組 織 の理 論 的 な 分 析 に 重 要 な枠 組 を与 え てい る

こ とに な る。 他 方,こ の特 性 が 管 理能 率 を 最 大 限 に 保 証す る とい うけ れ ど

も,能 率 は 飽迄 も仮定 の うえ の こ とで あ る とい わ な け れ ぽ な らな い。 した が

って,こ れ らの仮 定 につ い て経 験 的 に再 評価 す る こ とが必 要 と され るの で あ

る。

ブ ラ ゥお よび ス コ ヅ トは,ウ エ パ ーの 特性 は,能 率 や 合 理 性 に寄 与 す る も

の と して規 定 され てい るが,そ れ らは逆 作 用("dysfunctional")を もって

い る し,ま た 特 性 相 互 の衝 突 や矛 盾 もあ る と し,こ れ らを 全 く分 離 して概 念

(8)
構 成 してい る点 が批 判 され る とい う。P・ ゼ ル ズ ニ ック(PhiliPSelznick)は,

ウエ パ ーは 組織 の一 面,い い か えれ ば,公 式 組織 のみ を と り上 げ,も うひ と

つ の側 面,非 公 式組 織 を無 視 して い る。 した が って,組 織 の能 率 は も うひ と

つ の面 を 考慮 に入 れ る こ とに よ って 動 的 な分析 に展 開す べ きで あ る と してい

　
る。 さ らに,A・W・ ガル ドナ ーは 「ウエ バ ーは,官 僚制 を,同 時 に二 方 向 を志

向す るヤ ヌス 的 な組 織 と考 え たわ け で あ る。 それ は一 方 の側 で は 専 門 技 能 に

もとつ く管 理 で あ り,他 方 の側 で は規 律 に もとつ く管 理 で あ った 。 前 者 を 重

視す る と服 従 とは 目的 へ の手 段 と観 念 され る。す な わ ち,規 則 や 命 令 が あ る
く　 　

目標 の実 現 に最 善 の方 法 と思 わ れ るが ゆ え に,個 人 は 服 従 す る こ とに な る。」

す なわ ち,専 門 化 の 原 則 と規 律 の 原 則が 矛 盾 の ない 仮 定 とな って い る。 例 え

ば 上 長 と部 下 との判 断 に 相 違 が 生 じた場 合,上 長 のそ れ に 服従 す る ことが能

率 を保 証 す る ことに な らない か らで あ る。

C.ア ジ リー ス(ChrisAgyris)は,ウ エ バ ーの官 僚 制 組 織 は 次 の よ うな3

つ の仮 定 の うえ に成 り立 って い る 「理想 型 」(theidealtype)概 念 で あ る と

してい る。す な わ ち,(1)専 門 化(SPecialization)は 熟 練 に 通 じて い る こ と,

(2)権限 構 造 お よび公 式規 則は 諸 活 動 の統 合 に 決 定 的 な 重 要性 を も ってい る こ
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く　り

と,そ して,③ 非人格化は合理性 を高 め ることに役立つ こと。

アジ リースは,第1の 仮定 について,極 端 な専門化は,細 分化 した仕事 に

従事す る こととな って,心 理的に種 々な困難 を惹起す る原 因 とな り,反 って

特定 の分野でエ キスパ ー トが育たない結果を生む としてい る。専 門化が お し

進めてい くと,退 屈 さ,欲 求 不満,無 関心 な どを増大す る。彼 は別著で モ ラ

ールの確 保のために 「職務範 囲の拡大」を提唱 してい るのであ って,こ れ に

よって専 門化か ら生ず る弊害 を抑 え ることが 出来 るとい う。第二の仮定 につ

い,権 限が分化 した諸活動 を統合す る ことに寄与はす るが,し か し,正 に

「逆 も真な り」で あって っ,権 限は統合 を 破壊す る力に もなるとい う。 さ ら

に第三の仮定については,非 人格 化は従業 員間の不信や意思疎通の欠如 の原

因 とな る。 しか し部下 を相互不信 の状態 におけぽ,反 って 「感情ぬ き」で合

理的な話合 いに終始す るよ うにな るともい う。

さ らに,A・ ザル ズニ ヅク(AbrahamZaleznik)は,近 著 において官僚制

組織 がいわゆ る封鎖 体制 であ るな らば,こ の組織は能 率的に作用す るで あろ

うといい,組 織 の活動 が外向的で ある とすれぽ,内 部の管理は手段 とな り,

それ 自体 目的でな くな る。つ ま り官僚的管理 者は管理 の手段 に重点を置 き,

組織 の 目的を無視す る。組織の能率が低下 してい くに したが い,そ の成 員は

組織 に信頼 を失 って しまい,そ して遂いには法的かつ規 則的な組織 の前提そ
ロ　ラ

の ものを滅殺 して しま うと述べてい る。 「官僚的方法」へ の依存は,組 織 と

そ の環境 との関係が調和 し,バ ラソスが とれてい る時 に限 られ る とつけ加え
(13)

て い る 。

(3)大 規模組織 に おけ る官僚化を促 がす4つ の要 因

ディモ ックの見解

デ ィモ ヅクが 官 僚制 に つ い て経 営者 や 官 吏 に 面接 調 査 を行 な った さい,彼

らか ら得 た コメ ソ トは 次 の4つ に 要約 され る とい う。 第一 は,人 間は 集 団で

あ ろ うと,個 人 で あ ろ うと完 全 に 合理 的 では あ り得 な い こ と,第 二 は,能 率

は ウエ バ ーの い う合 理性 以 上 の もの であ る こ と,第 三 は ウエ バ ーのい う官 僚
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制 とデ ィレタンテ ィズム と呼 ぶ組織 の間には きわめて広汎 な選択の余地 があ

る こと。そ して,第 四には,ウ エバーの仮定や 目標のすべ てを勘案すれ ば,

その組織 は資本主義 的企業 の性格 よ りも,す ぐれて社 会主義 的であ るとい う
ロリ

こと。 回答 者 は 以 上 の よ うな コ メ ソ トに つ け 加 え て,大 規 模 組 織 で は官 僚 化

は不 可 欠 で あ るに して も,ウ エ パ ー の理 論 は非 人格 化 の前 提 に もとつ い て お

り,リ ー ダー シ ップの役割 を 無 視 して い る こ と,ま た変 化 に 対 す る対 応性 が

欠 け る こ とな ど,し た が って,官 僚制 の 合理 性 は企 業 に と って重 大 な一 面 を

見落 して い る と して い る と批 判 して い る。

要 す るに,ウ エ バ ーの 官 僚制 が拠 って 立つ い くつ か の仮 定 に よ って,最 も

能 率 的 な管 理 形態 で あ る と して い るの で あ るが,empiricaltestを 通 じて そ

の能 率 性 が 明 らか に され て い な い の で あ り,反 って 官 僚制 は 非 能率 性 の代 名

詞 の如 くい われ る こ とか ら,分 析 的 か つ 静 的 な理 論 構成 にす ぎな い とい って

よい 。 した が って,管 理 学 の領 域 で は,① 官 僚制 の 長所 は 何 か,② 病 弊 は 何

か,そ して,③ 長所 を活 か し,病 弊 を コ ソ トロールす る方 法如 何が そ の課 題

(15)

に な る とす る。

デ ィモ ッ クは,大 規 模 組 織 に お け る 官 僚 化 を 促 進 す る諸 要 因 を,① 外 部 的

(theexternal),② 内 部 的(theinternal),③ 「段 階 」的(thedimensiona1)

ロの

お よび ④ 人 間的(thepersonal)の4つ に分け て説 明 してい る。

第1の 外部的要因は,社 会の伝統や信念に因 由す る もので,宗 教,軍 隊,

法制,教 育,家 庭,経 済体制,政 府,労 働組合,社 会政策な どが挙 げ られ て

い る。宗教におけ る形 式主義,権 威主義かつ伝統主義 は 官僚化 の 素 因であ

り,宗 教 の後退 が資本主義 の発展を促か してい るのであれ ば,資 本主義 の も

つ官僚制 的特性 を脱皮す ることが次 の発展 とさえいい うると してい る。軍隊

は官僚制 の典型であ って,階 層的編成,指 揮命令の統一,ラ イ ソとス タ ッフ

の分化 など,今 日まで企業や政府の組織 に大 きな影響 を与 えて きている。法

制 も重要 な一 因で,外 部か らの規制 が多 くなれ ぽ,こ れに対応す る経 営政策

や管 理体制 に も持続性や画一一性が要求 され るよ うに な り弾力性が失 われ てい
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く。教育や 家庭 も過 度の教育訓練は人間を型にはめ こんで,旧 来 のパ ター ソ

にのみ したが う人間に な り,官 僚化 を 促進す ることにな る。 経済体制,政

府,労 働組 合,社 会政策 も,社 会的地位,規 制,賞 罰,自 由 の 制限,文 書

(協約 な ど)中 心主義 な どを 拡 大すれ ぽ,そ れ だけ 専門家 の拾頭や現状 維持

的志 向 とな り官僚化を押 し進 め る。

W・H・ ホ ワイ トの 「組織 のなかの人間」パ ーナムの 「経 営者革命論」やバ

　 　
一 リの 「廿世紀 資本主義革命」な ど,一 連 の 文 献 は 現代企業 をめ ぐる政 治

的,経 済的,社 会的,文 化的 な背景 のなかで官僚化の外部的内部的要 因を説

明す る ものい とえ よ う。企 業を め ぐる環境 がその内部的に も官僚化の素 因 と

な ってい るだけでな く,そ の環境 のなかに生活 す る人間が企業 の内部 にそれ

らを背負い込んで くることを忘れ てはな らない。 ウエバ ーのい う 「職業専門

教育 」の如 きは官僚 的人間 を育成 して いるので あ り,上 記 の教 育 と家庭は人

間そ の ものにつ いてであ り,同 時にそれ 以外の要 因 も人 間 自身の環境的要 因

とな ってい るので ある。

次に,官 僚 化促進の内部的要因 と しては,計 画化,組 織化,予 算統制,職

務分析,特 殊化,職 業化 と組合活動,指 令,監 督,統 制 な どが挙げ られてい

る。 これ らの大部分は,い わゆ る管 理諸機能 であ って,管 理 の近代化が裏を

返せぽ官僚化 とい うこ とにな るわけで,企 業 の大規模化がその素因を内包 し

てい るわけで,デ ィモ ックが著書 の副題に 「官僚制 との斗い」 とい ってい る

所 以 もここにあ る。

計画化では,細 部にわた る計画を樹 て ることは,経 営者に ヨ リ広い 自由裁

量を与 え るか も知れないが,逆 に彼 の役割 を狭 く限定す る ことにな って しま

う。組織化は,階 層 化を当然に伴 うもので,そ れは非弾力 的な方 向を強 め る

結果 を生 む。 予算統制 において,既 定の方針 に即 す るとい うことが執行 上の

基準 とな る。職務分析 では,各 人の仕事 の内容 を詳 細に規定 され るよ うにな

ると,他 の ことには無 関心に な る。特殊化は,各 人を狭 い分野に のみ関心 を

もた しめる ことに他 な らない。 いわ ゆ る専 門家の登場は,企 業 とい うことよ
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り自分 の職業 的立場 が前 面に出て くる。組合指 導者 も例外 では ない。指 令の

徹底化 とい うことも,他 面官僚化の傾 向を強 め ることとなる。「細か な監督」

(ガル ダー)は,部 下 に 自由裁量 の 余 地を与 えない。統制 化 も業績 や成果か

ら離れ て統制 の方法にのみ固執す ると,そ れは当然にペ ーパ ー ・ワークの氾

濫を招 くことにな る。

以上の よ うに各項 目の官僚化は,「 秩序化,ル ーチ ン化,予 測化 お よび整

合性 」を 目指 す ものであ って,組 織全体 の 弾力性,発 展性,創 造性 を 減 ず

る方 向に作 用す る といわねぽな らない。 しか し,管 理体制 の近 代化は,個

々人 に 対す る 「職務範囲 の 拡大」 ない し 「権限委譲 」には じま り,分 権 化

(decentralization)又 は事業 部制 の如 く,官 僚化に ともな う組織の硬 直化に

対処す る ものであ って,以 上の よ うに総ての近代化が官僚化傾 向を もつ とは

いえない。

第三 の官僚 化原 因は 「段階的」 な要 因であ る。 この要因は企業 の発展段 階

とい って もよいが,こ こで挙 げ られ る要 因は,規 模,年 数,そ して地理 的範

囲 の3つ であ る。何ん とい って も企業 の規模は基本的 な要因であ って,規 模

の拡大が他 の諸要因を惹起す るのであ り,逆 に大規模 化を可能 な ら しめ るひ

とつの柱は官僚 化にあ った とさえいい うる。 したが って,規 模 と官僚化は不

可離で あ って,こ れに関す る種 々の調査 があ るが次の機会に譲 りたい。次に

企業 の年数,い いかえれ ぽ年 令の ことであ るが,年 数 が経てぽ企業は次第に

因習的に な り,規 則中心 にな ると一応考えて よい。 新 し くとも官僚 化す る企

業 もあ り,ま た古 くと もバイ タ リテ ィを保つ企 業 もあ るが,そ こで問題に な

るのは リー ダー シ ップの性格 であ る。拙著で も企業 の草 創期 におけ る人格的

リー ダーシ ップ か ら発展期に いた っての組織 的 リー ダー シ ップ を 説 明 した

が,後 者は多かれ少かれ官僚化 を もた らす もの とい って よい。 も うひ とつの

要 因は地理的範囲であ って,事 業所が地理的に分散すれ ぽ,本 社機構が拡大

す る。それは事 業所活動 の統轄 の必要性に もとつ くのであ るが,他 面 「集 中

性,統 一性,自 由裁量の範囲の狭少,標 準化,統 整の困難」は官僚化の徴候
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で あ る。

最 後 に,人 間的 側 面 の官 僚 化 原 因 で あ る。 リー ダー の諸 資 性 か ら くる リー

ダー シ ヅプ の パ ター ンが 出 来 上 る こ とは い うまで もな い。 しか し,そ の パ タ

ー ソは 官僚 制 的 な環 境 と多 分 に関 連 す る こ ど も否 め な い事 実 で あ る。 同 時に

個 々人 の パ ー ソナ リテ ィは,そ の人 々の属 す る集 団 や 社 会 に お け る支配 的 な

期 待 に よ って 影響 を うけ る。 官僚 的 リー ダー シ ップをつ く り上 げ るか ど うか

は,「(1)リ ー ダーお よびそ の 心理 的 属性,(2)さ ま ざ まの問 題,態 度 お よび ニ

ー ズを 持 つ フオ ロア ー,(3)フ オ ロア ー と リP・一一ダ ー が 互 に 関 係 し合 う集 団状
(18)

況 」の合成 的な結果 であ って,こ の リー ダー シ ップの一般 的分析 に よるほか

はない。 しか し,前 に も述べた よ うに,人 間 自身が組織 の内で も外で も官僚

的な性格 を身につ けて組織 に入 り込んで くるのであ るか ら,人 間的要因 以外

の官僚 化原 因が あ りさえすれぽ,そ れが環境 のひ とつ とな って組織 の中 のパ

ター ンを漸次官僚的な方 向に もってい く可能性を もってい る といわなければ

な らない。 と くに ここで指摘 しておかなければ な らないのは,「 組織が拡大

す ると,① その 中の個人は 自分 本位 にな る。②個人は出来 うるか ぎ り責 任を

回避す るよ うになる。③ 大規模 に ともな って地位 の低下を防 ぐために種 々な
くゆ

方法で権 力 を 行使す るよ うに なる。」 とい うことで,人 間的要 因のなか には

組織が大規模化す るに したが って社会的かつ心理的に官僚 化す る傾 向を もっ

てい る。

(4)官 僚制組織の事例調査 とその病弊

マ ー シ ャル ・E・ デ ィモ ックは,そ の著 「経 営 の バ イ タ リテ ィ 官 僚 制

との斗 い 一 」 に お い て,英 国 電力 事 業 に関 す る ハ ーバ ー ト報 告(1956年)

か ら,大 規模 経 営 に お け る官 僚 化 問題 を と り上 げ て,そ の 病弊 を 明 らか に す
(20)

る と と もに,新 しい組 織 の 方 向 を示 唆 して い る。

英 国電 力事 業 は,1948年 に560の 電力 会 社 を 合併 して 出来 た もので,300

ヵ所 の発 電所 を もち,9億 ポ ソ ド の 資産 を有 し,15万 人 の従 業 員 を擁 して
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い る 大 規模 事 業 で あ る。 中央 機 関 と して 「電力 協 議 会 」(TheElectricity

Counci1)が あ って,持 株 会社 と 同 じ よ うな性 格 を もつ ほ か,労 使 関 係,料

金 政 策,資 本 支 出,対 政 府 関 係 お よび 研究 開発 の5つ の職 能 を 担 当 して い

る。そ の ほ か この事 業 に 関 す る詳 しい ことは こ こで は割 愛 す る。

デ ィモ ヅ クは この大 規模 事 業 に お け る官 僚 化 の 問題 を次 の諸 点 か ら と り上

げ,ハ ーバ ー ト委 員会 の勧 告 に つ い て説 明 して い る。(1)ヒ エ ラル キ ー と統 合

の問 題,(2)特 殊 化 と専 門 化 の問 題,(3)イ ンセ ンチ ー…一ブ,そ して(4)ア カ ウ ンタ

く　

ビ リテ ィと 自由裁 量 の問 題,こ れ らで あ る。

(1)ヒ エ ラル キ ー と統 合(hierachyandcoodination)

大 規模 経営 で は,そ の組 織 の 規 模か ら生 ず る非 能率 性 に悩 ま され る とと も

に,全 般 管 理 の 明確 化 が 困難 と され るので あ るが,こ の事 業 も又 例 外 で は な

か った。 す なわ ち,こ の事 業 で は全 般 的計 画 や 財 務 な どが 軽 視 され て い た

し,事 務 の集 中 化 の行 き過 ぎは 遅 延 と繁項 を 惹 起 した。 ハ ーパ ー ト報 告 は,

中央 機 関 は計 画,財 務,お よび最 高 方針 の 策定 に専 念 す べ き こ とを勧 告 した

ので あ る。 複雑 な事 務 手 続 は,階 層 間 の接 合が 適 切 で ない こ とに帰 因す る と

してい る。例 と して発 電所 の 建 設 が米 国 に お け る期 間 の倍 以 上要 す る こ とが

挙 げ られ,建 設 計 画 が認可 され る まで2力 年 半 も検 討 され て お り,発 電 開始

まで さ らに5力 年 を費 した とい う。

各 ヒエ ラル キ ーの コ ミュニ ケ ー シ ョンの 円滑 化 と手 続 の 簡素 化 が 改 善 の ポ

イ ソ トと され るが,そ れ だ け で は十 分 で は な く,根 本 的 な 組 革 の 必 要 性 が

勧 告 され た の で あ る。 例 え ば,地 方 の部 局 に も っ と大 巾の権 限 を委 譲 す る よ

うに,ま た,地 方 の部 局 を 「最 大成 果 のた め に 最 適 な規 模 」(theoptimum

sizeforbestresult)に 編 成 替 え し,さ らに 資本 調 達に つ い て もっ と"個 人"

的 か つ 直接 的 な責 任 を もた ら しめ る こ とが 必要 とされた ので あ る。

大 規 模組 織 に おけ る分権 化(decentralization)は しぼ しば指 摘 され て い る

と ころで あ るが,非 能 率 の 原 因 は,組 織 が 規 模 の利 益 を超 え るほ どに 大 き く
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な るところにあ るし,ま た中央機 関又は本社の全般管理 の徹 底化 が行 なわれ

ずに部門管理 に 立 ち入 って 集 中,統 制 す る ことにあ る。 わが 国企 業 も,合

併,吸 収を行 ない大規模化す る傾 向に あるが,何 よ りもまず全般管理 の確立

が大規模化の前提条件 であ って,こ の さい大企 業における本社組織の在 り方

は,根 本 的に再検討すべ き段階にあ るとい って よい。

(2)特 殊化 と専 門化(SpicializationandProfessionalization)

この事業では,各 地方の電力事業 を合併す るまでは,経 営者が ビジネス ・

リー ダー シ ップを もっていたので組織全体の志 気は高揚 され ていたのであ る

が,合 併 後,こ れ らの経営者 が退職 してい ったのち,そ れが保 たれ るか ど う

かが問題であ り,世 代 の交替 に伴 うモ ラール確 保が必要 とな る。大学や技術

教 育機関か ら,多 数 の技術者が毎年採用 され て くるけれ ども,経 営 的な訓練

や経験の機会が大組織 の中では与 え られ ない恐れがあ る し,ま たそ のために

特別の機 会を設け なければ な らない ことに なる。独 占的 な地位にあ る事業で

は,以 上の よ うな教育が果 して企業性 を もつ教育訓練であ りうるか ど うか問

題 とな る。

ハ ーバー ト委員会は,将 来 の事業計画を樹立す るために も必要 とされ る研

究 開発について無関心 であ ることを指摘 してい る。 この事業では研究 開発に

年収入 のわずか2%し か支出 してい ないので,外 部 への依存度が高 くな って

い るか ら,も っと内部で行な うべ きであ る と勧告 したので ある。研究 開発 の

部 内は,長 期計画の部門 と相並 んで,企 業の維持発展に とって不可 欠であ る

が,独 占的でかつ成長的 な事 業では軽視 され がちで,こ の ことは引いては企

業性や能率 向上に大 きな阻害 要因 とな って くる。

さ らに また,官 庁組織 では,過 剰 人員をかか えて もこれ を除去 しよ うとし

ない し,配 置転換や昇任 の如 き も適材適所主義 を貫 らぬかない。 ウエバ ーの

官僚制 の合理性 「専門家に よる管理」 がひ とつ の支柱 になつ てい るのであ っ

て,積 極 的な人事管理 の推 進な くしては,そ の有効性が保証 され ない といわ
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なければ な らない。官僚制 の組織 が,積 極的 な人事 管理 の推進 を怠れぽ,そ

れは も うひとつの支柱,す なわ ち 「規則 ・命令に よる管理」に のみ終始す る

ことに なる。

(3)イ ソセ ソチ ー一ブ(lncentive)

電 気事 業が 器 具 類 の販 売 まで手 を伸 ぽ して い るが,そ れ が 公 正 な取 引で あ

るか ぎ り,競 争 とい う刺 戟 を と り入 れ る こ とに な るか ら,委 員 会 は これ を許

可 して い る とい う。

また,委 員 会 は,公 社 の給 与 に つ い て民 間産 業 の最 高 水 準 と同 じで あ って

差 しつ か え ない と して い る。 公 益事 業 とい うことだ け で,給 与 を低 く抑 え た

りす る必 要 が ない と して い る。 職 責 の重 大 さに よ って報 酬 や 給 与 が 決 め られ

るべ きで,年 俸8,500ポ ン ド の 最高 額 を 引 き上げ て よい し,非 常勤 役 員 の

500ポ ン ドも増 額 す べ きで あ る と してい る。

官 僚制 の給与 体系 は標 準 化 され,非 弾 力 的 な ものに な る ことはい うまで も

ない 。 同委 員 会は 再 々に わ た って,こ の よ うな傾 向を排 す べ きで あ る と し,

個 人 々 々の能 力や 能 率 に よって差 別化 してい くこ とが 必要 で あ る と勧 告 して

い る。

(4)ア カ ウ ンタ ビ リテ ィと 自由裁 量

(Accountabilityandmanagerialfreedom)

公 益 事 業 と民 間 大企 業 との 差異 は,前 者 は 法 的 な 規制 を うけ,ま た 社 会 的

責任 を 負 って い る こ とに あ る。 同委 員会 は,こ の事 業 と監 督 官 庁 とは,あ る

程度 の 距離 を 保 って い るの で現 状 で よい と して い る。所 管 大 臣 は 命 令指 示 す

るか わ りに,非 公式 に事 業 当局 者 と協 議 す る こ と と して い るか ら,日 常業 務

には 全 く介入 して い ない 。 しか し,両 者 の 間 に官 僚 制 か ら生 ず る弊 害 が全 然

ない わ け で は な い。

そ こで ハ ーバ ー ト委 員会 は,次 の3つ の 原則 に つ い て勧 告 してい る。 第 一
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は,経 営 上の業務 は地方 部局に委任す ることと し,中 央集権 を強力抑え る。

第二 に,中 央当局で作成 され る計画や方針は,賢 明なかつ意欲 的な基調を示

す もの とし,下 部か ら信頼 を うけ るものでなければな らない。そ して第三に

は,各 々の支社は,つ ねに第一線 の従業員のモ ラール確保に努 力す ること。

以上の3点 を強調 してい る。

増資の如 き重要問題 で も,委 員会報告 が出 された当時は,大 臣が議会に対

し助 言を行 な うこととされていたのであ るが,委 員会は新 し く設 け られ る協

議会に全面的な権限 を移すべ きで あ るとし,独 自に市 中金融か ら調達 で きる

こととし,公 社側 の 自律性を高め る ことを勧告 した のであ る。

事 業責任 と自由裁量 の問題に関連 して,同 委員会は窮極 的には国有産業は

議会に責 任を負 う大 臣の掌中にお き公社に対す る命令,指 示す る こと,公 社

役員を任命す ること,業 務に関す る定期報告 を求 め ること,補 助金を支出す

る こと,資 本金 額や調達方法を決定す ることな どは留保 され るべ きである と

してい る。

なお デ ィモ ックは別 の章(第7章)で,2つ の事例調査(ブ ラウの調査 と

フラ ソシスお よびス トー ンの調査)に ついて,そ れぞれの結論を要約 してい
ご　　　

るの で参 考 の た め につ け加 え て お こ う。

ブ ラ ウの 調査 の結 論 は 次 の5つ で あ る。 す なわ ち,① 官僚 制 に お け る階 層

化 に つ い て で あ るが,ア メ リカ的 な社 会状 況 では 若 年 管 理 者 層 に よ り大 な る

自由裁 量 の余 地 が 与 え られね ば な らな い こ と,② 非 人 格 化 に つ い て で あ る

が,ア メ リカでは 人 間 的 に 取 り扱 わ れ る こ とに よって モ チ ベ ー ト され て い

る。 ③ ア メ リカで は 州 の役所 よ り連 邦 官 庁 の ほ うが 標準 化 され て い な い。 こ

れ は リー ダ ー シ ップ,と くに 監 督 の方 法 に よって 差 が 生 じてい る。④ 公式 組

織 と非 公 式 組織 は 補 充 的 であ って,後 者 か ら満 足 を 得 て い る と業 績 の達 成 率

が高 い。 ⑤ 合理 性 とい うのは,ル ーチ ソ化 や 整 合 性 以 上の こ とで,最 少 限 の

標 準 化 の も とで も,訓 練 す れ ば,同 質性 を保 つ し,統 整 も とれ る。

また,フ ラ ソスお よび ス トー ン(RoyG.FrancisandRobertC・Stone)
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の調査につ いては,① アメ リカ人は,公 式的手続 に対す る関心 よ りも仕事 を

す る とい う意識が多 く,つ ねに組織 の 目標 ない し業績 に関心 を向け る。②規

則,規 程は運営が肝要 なので,そ れは監督 の仕方に関係す る。③官吏 の決裁

は手続 に準拠す る ことよ り道徳 的な責任を重視す る。④ 書類 の整理は きわめ

て手続 的にや るが,意 思決定 は全 く手続的で ない。 上層管理者は規則 規程に

やか ま しいが,下 層にな るに したがい人間的 な処理が行 なわれ る。⑤公式 な

取 り扱いでの客観性 を強 く望むが,同 時に個人的義務 の公平 な組み合せ も要

求す る。

(5)結 び 一 官僚化 と人間的要因

に関する若干の帰結 一

E・ ジ ェ ニ ソ グ ス(EugeneEncersonJennings)は,著 書 「エ グ ゼ ク テ ィ

t23)

ブ」 に お い て,「 専制 制 も官 僚 制 も,根 本 に おい て は 権 力 を用 い る方 式 で あ

る」 とい い,「 専 制 制 は ワ ソマ ソ支配 だ が,官 僚制 は 規 則 に よ る支配 」 で

あ って,結 局 「官 僚 制 は 巧 妙 な 専制 制 」 で あ る と し,い い か え る と 「官 僚

の独裁 」 で あ り,そ れ は 「能 率 的 に 横 暴 」 な もの と 難 ず るの で あ る。 同 時

に,彼 はそ の 「官 僚 制 」 の代 表 的 な もの と して 「科 学 的 管 理 法 」(Scientific

Management)を と り上 げ,こ れ に よ って 「能率 と秩 序 の一 致 」 を 目指 して

企 業 の なか で 官僚 化 一 層 促 進 す る こと とな った と述 べ,官 僚制 批判 か ら生 ま

れ た 分権 化 です ら,「 上 に は再 集 中,下 には 官僚 家 の 群 生 」 を もた ら し,官

僚 制 の 増 大 が企 業 の成 長 を 妨 げ なか った ば か りか,「 さ らに 大 き くもっ と合

理 的 に計 画 され た 成 長 を可 能 と した」 と述 べ てい る。

前 述 の如 く,企 業 の草 創 期 あ るい わ 急 速 な発展 期 に は,住 々に して(三 砿

の デ ュラ ンの如 き天 才 的 な,精 力 的 なそ して独 裁 的 な経営 者 は そ の企 業 の成

長 に とって 必要 と され るで あ ろ う。 しか し,ア ル フ レ ッ ド ・ス ロー ンな くし

ては 今 日のG・M・exな か った とい わ な けれ ぽ な らない が,果 して彼 は群 生す

る官僚 型 管 理 者 の頂 点 に あ るひ と りの人物 で あ った だ ろ うか 。 デ ニラ ソの失
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敗は,ジ エニ ソグスのい うよ うに 「秩序や制度の必要 」を認 めなか った こと

にあ る。 いわ ゆる人格的 リーダーシ ップか らマネジ リアル ・リー ダー シ ップ

に転換す る段階 にあ ったわけで,後 者 の リーダーシ ップは 官僚制 の性格 を多

分 に もつ ものであ るが,し か し,ス ロー ソ計画は官僚制 をチ ェックす るに足

るだけ十分に民 主的であ った ことに注 目しなければな らない。

「科学的管理法」が 官僚型 マネ ジメ ソ トの 典型 の よ うに と り上げ られ てい

るが,あ くまで も時代 の産物で あって,能 率至 上主義で人間性の後退 を もた

らした とはいえ,能 率 の向上はその時代 の労働者には金銭的刺戟を通 じて実

現 され,そ の結果 として 今 日の段 階へ 到達 し得たわけであ って,「 科学 的管

理 法」は十分 に歴 史的 な役割 を果 した し,ま た今 日に おいてす ら果 しつつ あ

るとい って差 し支 えない。民 主制 の管理 とい え ども,そ れは 「支配,す なわ
(27)

ちあ る種 の管理 の存在を意味 してい る。」 ジェニ ソグスに よれば,「 民主制は

権 力 と秩序が果たす ことが できない何 ものかを付け加え る。」いいかえれ ぽ,

民主制は権力 と秩 序 とに 自由が管理行政 的に融合 され,そ れ の どれか ひ とつ

だけ では達成で きない結果 を生み出す方式であ る。 したが って,能 率が 自由

に よって達成 され るのでないのであるか ら,「 科学 的管理法」はやは り今 日

の能率に役割を もってい るといわ なければな らない。

G・M・ の例 で述べ た ことは,ト ップ ・マネ ジメ ソ トの リー ダー シ ップにつ

いてであ り,「科学的管理法 」に関す ることは,多 分 に 下層管 理についてで

あ る。 しか し,両 者を通 じていえ ることは,い かに権力 と秩序 がいわゆ る 自

由 と結 びついて,組 織のバイ タリテ ィを発展せ しめるかにあ る。民主制 の第

一原理は 自由であ るが,「 自由 は 管理行政 において最 も扱 いがたい概念」で

あ って,組 織 の成 員が 「自由を生産的に用い る能 力」を 必要 とす る。G・M・

再建 にあた ってス ロー ソは,「 誰 もが 自由に討論す る機会」を与 えた。 彼に

は 「人間 への能力へ の信頼」があ ったか らであ る。組織のあ らゆ る階層 と階

層 の相互関 係のなかに 自由を浸透 させ ることが,官 僚制を官僚制 の もつ特性

の枠 内に とち込めない唯一 の手段 とい うことにな る。
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ジ ェニ ング スは,官 僚 制 に お いて は権 力 と専 門 知 識 に よ って バ ラバ ラに な
r28》

って い る人 々を結 合 す る こ とが 民 主 方 式 とい う。 「彼 の権 力,技 能,信 念,利

益,つ ま り彼 の問 題,仕 事,責 任 を わ か ち合 う。彼 は 自分 の管 理 職 務 お よび

そ の個 人 的 能 力 に よ って使 え る源 泉 を わ か ち あ う。 相 互参 加 に よれ ば,そ の

分 離 性 をか な り克 服 す る こ とが で き る。」 か らで あ る。「個 人 が 相互 に 関 係 し

あ う能 力 」,つ ま り 「連 帯 感 」 に よ って統 一 を 探 求 しな けれ ば な らな い とい

う。 ピー ター 。ドラ ッカ ー も 「経営 者 的 態 度 」("manageria1attitude")と

い ってい るの も,「 個 々の作 業 を 統 合化 して1つ の全 体 ヘー 本 化 す る こ とを

必要 とす る」 の で あ って,「 相 互 関 連 の 下 に 自己 の仕事 と全 体 を眺 め,『 経 営

者 的 態 度』 で 自己 の 役割 を求 め る欲求 を満 足 させ る」 こ とに よ って 「科 学 的

管 理 法」 の一 層 の適 用 以上 に 成 果 を 上 げ うる と し,も し 「『経営 者 的 態 度 』

の発 展 が 妨 げ られ る場 合 に は い っで も科 学 的管 理 法 を緩 和 す る こ と」 だ と述

(29)

べ てい る。

「相互参加」 あ るいは 「経営 者的態度」は,「 平等主義的態度」に も通ず る。

官僚制におけ る ヒエラル キーは,権 根 の源 泉,配 分 の体系 とされてい るが,

そ の よ うな編成 では,そ れぞれ の職務につ く人間 の差別化 とい うことを物 語

る。「平等の概念は個人的差異 の否定」 を意味 し,「一種 の同胞 感を確立す る

が,そ れに よれ ぽ,各 個 人は組織 の 一 員 とい う価値 で扱われ る。」 この よ う

な 「平等主義 的態 度」は 「個人 的に敵対せず,公 然 と批判 で きる」 とい う自
　　　

由な雰 囲気 をつ くりうる。民主的 リーダーシ ヅプは,自 由な雰 囲気 を生産 的

なエ ネルギ ーに転化す ることとい って よいのであ る。

官僚制 の も うひ とつ の特性は合理性 とい うことであ ったが,民 主制 のそれ

は組織 に よって支配 され る合理性 では ない。 民主制 の もとでは,「 個人 と組

織 が互 いに支持 し,か つはげ まし合 う」 ものでなけれぽ な らない。 もし必要

な情報 と訓練 とがあたえ られ ているな らば,リ ーダーは 賢明な選択を し,合

理 的な決定を うけ入れ るであ ろ うと考え,「 非合理的 な 衝動に うちかつ理性

の潜在 的な優越性 を信 じ」 てい なけれ ばな らない。 したが って,仕 事 を遂行
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す る と きに,「 方 法 を選 択す る機 会 」 と 自分 が 「最 上 と考 え る よ うに遂 行 す

る 自由」 とを もつ こ とが,「 相 互 参 加 」 と 「平 等」 の 自由 と と もに,民 主 制

リー ダ ー シ ップのす べ て とい って よい 。

問 題 を 本 稿 の は じめ に 戻 って,「 組織 と 個 人 」 の融 合 が,管 理 学,就 中 リ

ー ダー シ ップ論 の 課 題 で あ る とい った が ,官 僚 制 に おけ る組 織 の 統 一 な い し

融 合 は い ま述 べ た 「自由 の 欠如 」 の ま まのそ れ で あ って,今 日革 新,創 造 の

要 求 され る組 織 の発 展 力 とは な らな い。 しか し,こ れ らの 「自由」 を い か な

る状 況 で,い か な る具 体 的 な 方 法 を と るか,そ して,そ の こ とが どの よ うな

成 果 を 生 む か は,Empiriltestingや リサ ー チを 通 じて確 か め られ て いか な

けれ ば な らな い。 そ の 場 合,状 況や 方 法 はつ ね に 組織 と人 間 的 要 因 の探 求 の

中 か ら引 き 出 され るの で あ って,両 者 の成 長 な い し変 化 は,新 しい リー ダ ー

シ ップの課 題 を なげ か け つ づ け るで あ ろ う◎
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